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国選弁護人の選任手続に関する規定等

　①　公訴の提起があった場合に被告人に弁護人がいないとき

必要的弁護事件

※　死刑，無期，長
期３年を超える懲
役・禁錮にあたる事

件

裁判所は，遅滞なく，被告人に対
し，私選弁護人を選任するかどう
かを一定の期間を定めて照会する
（刑訴規則１７８条１項前段，２
項）。

期間内に照会に対する回答がな
く，又は弁護人の選任がないとき
は，裁判長は，直ちに被告人のた
め国選弁護人を選任しなければな
らない（刑訴法２８９条２項，刑
訴規則１７８条３項）。

被告人が貧困その他の事由により
弁護人を選任することができない
ときは，裁判所は，その請求によ
り，被告人のため国選弁護人を附
しなければならない（刑訴法３６
条）。

任意的弁護事件

※　必要的弁護事件
以外の事件

裁判所は，遅滞なく，被告人に対
し，法３６条の規定による国選弁
護人の選任を請求をするかどうか
を一定の期間を定めて照会する
（刑訴規則１７８条１項後段，２
項）。

被告人が未成年者であるときや年
齢７０歳以上の者であるときなど
裁判所が必要と認める場合には，
裁判所は，職権で国選弁護人を附
することができる（刑訴法３７
条，刑訴規則２７９条）。

　②　弁護人（私選・国選）が選任されていても，公判期日に出頭しないとき

必要的弁護事件

任意的弁護事件

裁判長は，職権で国選弁護人を附しな
ければならない（刑訴法２８９条２
項）。

被告人が未成年者であるときや年齢７
０歳以上の者であるときなど裁判所が
必要と認める場合には，裁判所は，職
権で国選弁護人を附することができる
（刑訴法２９０条，３７条）。


